
昭
和
二
十
五
年
運
輸
省
令
第
四
十
二
号

造
船
法
施
行
規
則

造
船
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
施
設
の
新
設
等
の
許
可
申
請
及
び
届
出
）

第
一
条
　
造
船
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
第
一
号
書
式
の
許
可
申
請
書
を
提
出
す
る
も
の
と

す
る
。

一
　
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
。
以
下
同
じ
。
）

二
　
事
業
の
種
類

三
　
事
業
の
開
始
年
月

四
　
新
設
し
、
譲
り
受
け
、
又
は
借
り
受
け
よ
う
と
す
る
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
当
該
施
設
に
備
え
る
設
備
の
概
要

五
　
譲
り
受
け
、
又
は
借
り
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
定
款
、
最
近
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
並
び
に
現
に
行
っ
て
い
る
事
業
の
概
要
を
説
明
し
た
書
類

二
　
新
設
し
、
譲
り
受
け
、
又
は
借
り
受
け
よ
う
と
す
る
施
設
に
備
え
る
設
備
の
概
要
及
び
当
該
施
設
の
敷
地
総
面
積
を
示
す
書
類
及
び
図
面

三
　
所
要
資
金
の
額
及
び
そ
の
調
達
方
法
を
記
載
し
た
書
類

四
　
法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
説
明
す
る
書
類

３
　
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
及
び
住
所

二
　
新
設
し
、
譲
り
受
け
、
又
は
借
り
受
け
た
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
工
事
の
完
了
又
は
施
設
の
譲
受
け
若
し
く
は
借
受
け
に
よ
る
引
渡
し
の
完
了
年
月
日

（
許
可
を
要
す
る
設
備
）

第
二
条
　
法
第
三
条
第
一
項
の
設
備
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
造
船
台
（
平
均
潮
高
時
に
お
け
る
陸
上
耐
圧
部
（

せ
き堰

扉
を
有
す
る
場
合
は
乾
水
で
き
る
部
分
を
含
む
。
）
の
長
さ
が
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

二
　
船
舶
の
製
造
の
た
め
の
船

こ
く殻

の
取
付
け
及
び
ブ
ロ
ッ
ク
の
搭
載
の
用
以
外
の
用
の
み
に
供
す
る
ド
ッ
ク
（

き
よ渠

底
平

た
ん坦

部
の
長
さ
が
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

三
　
前
号
の
ド
ッ
ク
以
外
の
ド
ッ
ク
（
渠
底
平
坦
部
の
長
さ
が
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

四
　
船
舶
の
製
造
の
た
め
の
船
殻
の
取
付
け
及
び
ブ
ロ
ッ
ク
の
搭
載
の
用
以
外
の
用
の
み
に
供
す
る
引
揚
船
台
（
平
均
潮
高
時
に
お
け
る
陸
上
耐
圧
部
の
長
さ
が
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

五
　
前
号
の
引
揚
船
台
以
外
の
引
揚
船
台
（
平
均
潮
高
時
に
お
け
る
陸
上
耐
圧
部
の
長
さ
が
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

（
設
備
の
新
設
等
の
許
可
申
請
及
び
届
出
）

第
三
条
　
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
第
二
号
書
式
の
許
可
申
請
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
及
び
住
所

二
　
新
設
、
増
設
又
は
拡
張
（
以
下
「
新
設
等
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
設
備
に
係
る
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
前
号
の
施
設
に
よ
っ
て
行
う
事
業
の
種
類

四
　
新
設
等
を
し
よ
う
と
す
る
設
備
の
使
用
の
開
始
年
月

五
　
新
設
等
を
し
よ
う
と
す
る
設
備
の
概
要

２
　
前
項
の
許
可
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
申
請
に
係
る
設
備
の
概
要
を
示
す
書
類
及
び
図
面

二
　
所
要
資
金
の
額
及
び
そ
の
調
達
方
法
を
記
載
し
た
書
類

三
　
法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
説
明
す
る
書
類

３
　
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
及
び
住
所

二
　
新
設
等
を
し
た
設
備
に
係
る
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
工
事
完
了
年
月
日

（
事
業
の
開
始
等
の
届
出
）

第
四
条
　
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
開
始
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
工
場
ご
と
に
、
第
三
号
書
式
に
よ
る
届
出
書
に
、
第
一
条
第
二
項
第
一
号
（
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
を
除
く
。
）
及
び
第
二
号
に
規
定
す

る
書
類
及
び
図
面
（
次
項
に
お
い
て
「
添
付
書
類
」
と
い
う
。
）
を
添
え
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
、
当
該
許
可
に
係
る
事
業
に
つ
い
て
前
項
に
規
定
す
る
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
許
可
の
申
請
の
際
に
添
付
し
た
書
類
及
び
図
面
に
示
し
た
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
な

い
と
き
は
、
届
出
書
に
そ
の
旨
を
記
載
し
て
添
付
書
類
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

1



３
　
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
の
休
止
又
は
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
休
止
又
は
廃
止
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
第
四
号
書
式
の
届
出
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
報
告
）

第
五
条
　
船
舶
の
製
造
若
し
く
は
修
繕
又
は
船
体
、
船
舶
用
機
関
若
し
く
は

ぎ艤
装
品
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品
若
し
く
は
附
属
品
の
製
造
、
修
繕
又
は
販
売
を
す
る
事
業
を
営
む
者
は
、
次
の
区
分
に
よ
り
、
国
土
交
通
大
臣
に
報
告
書
を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
鋼
造
船
所
施
設
状
況
報
告
書
に
あ
っ
て
は
、
前
回
提
出
時
の
報
告
書
記
載
事
項
に
変
更
が
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

報
告
書
の
名
称

報
告
者

報
告
事
項

書
式

提
出
期
日

生
産
状
況
報
告
書

法
第
五
条
第
一
項
第
一
号
の
事
業
を
営
ん
で
い
る
者
で
あ
っ
て
、
法
第
二
条
第
一
項
の
施
設
を
所
有
し
、
又
は
借
り
受
け
て
い
る
も
の

一
　
生
産
高

二
　
新
造
船
工
程
表

三
　
工
事
時
間
数

四
　
鋼
材
搭
載
重
量

五
　
従
業
員
数

第
五
号
書
式

毎
年
五
月
十
五
日
及
び
十
一

月
十
五
日
ま
で

鋼
造
船
所
施
設
状
況
報
告
書

法
第
五
条
第
一
項
第
一
号
の
事
業
を
営
ん
で
い
る
者
で
あ
っ
て
、
法
第
二
条
第
一
項
の
施
設
を
所
有
し
、
又
は
借
り
受
け
て
い
る
も
の

施
設
の
概
要

第
六
号
書
式

毎
年
二
月
十
五
日
ま
で

船
舶
用
機
関
等
施
設
状
況
報

告
書

船
舶
用
機
関
若
し
く
は
艤
装
品
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品
若
し
く
は
附
属
品
の
製
造
又
は
修
繕
を
行
う
た
め
の
工
場
（
事
業
場
を
含
む
。
）

を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
常
時
五
人
以
上
の
従
業
員
を
使
用
し
て
い
る
も
の

一
　
施
設
の
概
要

二
　
従
業
員
数

三
　
生
産
能
力

第
七
号
書
式

Ａ

毎
年
二
月
十
五
日
ま
で

一
　
工
作
機
械

二
　
加
工
機
械

三
　
運
搬
設
備

第
七
号
書
式

Ｂ

三
年
ご
と
に
二
月
十
五
日
ま

で

船
舶
用
艤
装
品
等
月
間
生
産
高

報
告
書

船
舶
用
機
関
の
部
分
品
若
し
く
は
附
属
品
又
は
艤
装
品
若
し
く
は
そ
の
部
分
品
若
し
く
は
附
属
品
の
製
造
の
事
業
を
営
ん
で
い
る
者
で

あ
っ
て
、
常
時
五
人
以
上
の
従
業
員
を
使
用
し
て
い
る
も
の

一
　
生
産
高

二
　
在
庫
高

第
八
号
書
式

翌
月
の
十
五
日
ま
で

船
舶
装
備
用
輸
入
品
入
手
実
績

報
告
書

法
第
二
条
第
一
項
の
施
設
に
よ
り
船
舶
の
製
造
又
は
修
繕
の
事
業
を
営
ん
で
い
る
者

輸
入
品
の
入
手
実
績
第
九
号
書
式

毎
年
一
月
十
五
日
及
び
七
月

十
五
日
ま
で

（
設
備
の
使
用
廃
止
の
報
告
等
）

第
六
条
　
法
第
二
条
第
一
項
の
施
設
を
所
有
し
、
又
は
借
り
受
け
て
い
る
者
は
、
当
該
施
設
に
備
え
る
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
設
備
を
船
舶
の
製
造
又
は
修
繕
の
用
に
供
し
な
い
こ
と
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
第
十
号
書
式
の
設
備
使
用
廃
止
報
告
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
及
び
住
所

二
　
使
用
廃
止
を
す
る
設
備
に
係
る
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
使
用
廃
止
を
す
る
設
備
の
概
要

四
　
使
用
廃
止
を
す
る
理
由

五
　
使
用
廃
止
を
す
る
予
定
年
月
日

六
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
設
備
使
用
廃
止
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
設
備
が
使
用
廃
止
さ
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
設
備
に
係
る
法
第
二
条
第
一
項
又
は
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

（
関
係
事
業
者
に
関
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
関
係
）

第
七
条
　
法
第
十
条
第
二
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
関
係
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
関
係
と
す
る
。

一
　
他
の
事
業
者
の
発
行
済
株
式
の
総
数
、
出
資
口
数
の
総
数
又
は
出
資
価
額
の
総
額
の
百
分
の
五
十
以
上
に
相
当
す
る
数
又
は
額
の
株
式
又
は
出
資
を
造
船
等
事
業
者
が
有
す
る
関
係

二
　
次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
し
、
か
つ
、
他
の
事
業
者
の
役
員
の
総
数
の
二
分
の
一
以
上
を
造
船
等
事
業
者
の
役
員
又
は
職
員
が
占
め
る
関
係
（
ロ
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
造
船
等
事
業
者
が
第
三
の
事
業
者
（
当
該
造
船

等
事
業
者
及
び
当
該
他
の
事
業
者
以
外
の
事
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
共
同
し
て
金
銭
以
外
の
資
産
の
出
資
に
よ
り
設
立
し
た
当
該
他
の
事
業
者
の
発
行
済
株
式
の
総
数
、
出
資
口
数
の
総
数
又
は
出
資
価

額
の
総
額
を
当
該
造
船
等
事
業
者
及
び
当
該
第
三
の
事
業
者
が
有
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
他
の
事
業
者
の
役
員
の
総
数
の
う
ち
に
当
該
造
船
等
事
業
者
の
役
員
又
は
職
員
の
占
め
る
割
合
が
、
当
該
他
の
事
業
者
の
役
員
の

総
数
の
う
ち
に
他
の
い
ず
れ
か
一
の
事
業
者
の
役
員
又
は
職
員
の
占
め
る
割
合
以
上
で
あ
る
関
係
）

イ
　
当
該
他
の
事
業
者
の
発
行
済
株
式
の
総
数
、
出
資
口
数
の
総
数
又
は
出
資
価
額
の
総
額
の
百
分
の
四
十
以
上
百
分
の
五
十
未
満
に
相
当
す
る
数
又
は
額
の
株
式
又
は
出
資
を
当
該
造
船
等
事
業
者
が
有
し
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
造
船
等
事
業
者
の
有
す
る
当
該
他
の
事
業
者
の
発
行
済
株
式
の
数
、
出
資
口
数
又
は
出
資
価
額
が
、
当
該
他
の
事
業
者
の
発
行
済
株
式
の
総
数
、
出
資
口
数
の
総
数
又
は
出
資
価
額
の
総
額
の
百
分
の
二
十
以
上
百
分
の

四
十
未
満
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
他
の
い
ず
れ
か
一
の
事
業
者
が
有
す
る
当
該
他
の
事
業
者
の
発
行
済
株
式
の
数
、
出
資
口
数
又
は
出
資
価
額
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三
　
他
の
事
業
者
の
発
行
済
株
式
の
総
数
、
出
資
口
数
の
総
数
又
は
出
資
価
額
の
総
額
の
百
分
の
五
十
以
上
に
相
当
す
る
数
又
は
額
の
株
式
又
は
出
資
を
、
子
会
社
（
造
船
等
事
業
者
が
第
一
号
に
規
定
す
る
関
係
又
は
前
号
イ
若
し

く
は
ロ
に
該
当
し
、
か
つ
、
役
員
の
総
数
の
二
分
の
一
以
上
を
当
該
造
船
等
事
業
者
の
役
員
又
は
職
員
が
占
め
る
関
係
を
有
し
て
い
る
他
の
事
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
子
会
社
及
び
当
該
造

船
等
事
業
者
が
有
す
る
関
係

四
　
次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
し
、
か
つ
、
他
の
事
業
者
の
役
員
の
総
数
の
二
分
の
一
以
上
を
子
会
社
又
は
子
会
社
及
び
当
該
造
船
等
事
業
者
の
役
員
又
は
職
員
が
占
め
る
関
係
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イ
　
当
該
他
の
事
業
者
の
発
行
済
株
式
の
総
数
、
出
資
口
数
の
総
数
又
は
出
資
価
額
の
総
額
の
百
分
の
四
十
以
上
百
分
の
五
十
未
満
に
相
当
す
る
数
又
は
額
の
株
式
又
は
出
資
を
子
会
社
又
は
子
会
社
及
び
当
該
造
船
等
事
業
者
が

有
し
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
子
会
社
又
は
子
会
社
及
び
当
該
造
船
等
事
業
者
の
有
す
る
当
該
他
の
事
業
者
の
発
行
済
株
式
の
数
、
出
資
口
数
又
は
出
資
価
額
が
、
当
該
他
の
事
業
者
の
発
行
済
株
式
の
総
数
、
出
資
口
数
の
総
数
又
は
出
資
価
額
の
総
額
の

百
分
の
二
十
以
上
百
分
の
四
十
未
満
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
他
の
い
ず
れ
か
一
の
事
業
者
が
有
す
る
当
該
他
の
事
業
者
の
発
行
済
株
式
の
数
、
出
資
口
数
又
は
出
資
価
額
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
事
業
基
盤
強
化
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
八
条
　
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
基
盤
強
化
計
画
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
造
船
等
事
業
者
（
第
六
項
及
び
第
十
条
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
第
十
一
号
書
式
に
よ
る
申
請
書
を
、
国
土
交
通
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
の
提
出
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
法
第
十
条
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る
事
業
活
動
を
行
お
う
と
す
る
場
合
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
七
号
を
除
く
。
）
を
添
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
造
船
等
事
業
者
（
事
業
基
盤
強
化
計
画
に
現
に
事
業
を
営
ん
で
い
る
関
係
事
業
者
が
当
該
造
船
等
事
業
者
の
事
業
基
盤
強
化
の
た
め
に
行
う
措
置
に
関
す
る
計
画
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
関
係
事
業
者
を
含
む
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
定
款
の
写
し
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
及
び
当
該
造
船
等
事
業
者
が
登
記
を
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
登
記
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書

二
　
当
該
造
船
等
事
業
者
の
直
近
の
事
業
報
告
の
写
し
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
（
こ
れ
ら
の
書
類
を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
）

三
　
当
該
事
業
基
盤
強
化
計
画
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
産
性
が
相
当
程
度
向
上
す
る
こ
と
を
示
す
書
類

四
　
当
該
事
業
基
盤
強
化
計
画
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
財
務
内
容
の
健
全
性
が
向
上
す
る
こ
と
を
示
す
書
類

五
　
当
該
事
業
基
盤
強
化
計
画
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
船
舶
等
の
品
質
が
向
上
す
る
こ
と
を
示
す
書
類

六
　
当
該
事
業
基
盤
強
化
計
画
の
実
施
に
必
要
な
資
金
の
使
途
及
び
調
達
方
法
に
つ
い
て
の
内
訳
を
記
載
し
た
書
類

七
　
当
該
事
業
基
盤
強
化
計
画
が
従
業
員
の
地
位
を
不
当
に
害
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類

八
　
当
該
造
船
等
事
業
者
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類

イ
　
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。
）
又
は
暴
力
団
員
で
な
く
な
っ
た
日
か

ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
「
暴
力
団
員
等
」
と
い
う
。
）

ロ
　
法
人
で
そ
の
役
員
の
う
ち
に
暴
力
団
員
等
が
あ
る
も
の

ハ
　
暴
力
団
員
等
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者

３
　
法
第
十
一
条
第
二
項
第
六
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
事
業
基
盤
強
化
計
画
の
認
定
に
よ
り
受
け
よ
う
と
す
る
支
援
措
置

二
　
事
業
基
盤
強
化
計
画
の
期
間
中
に
お
け
る
船
舶
等
に
係
る
技
術
開
発
に
関
す
る
事
項

４
　
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
十
三
条
の
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
係
る
部
分
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書

類
（
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
を
除
く
。
）
及
び
図
面
を
そ
れ
ぞ
れ
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

法
第
二
条
第
一
項
の
許
可

第
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
及
び
図
面

法
第
三
条
第
一
項
の
許
可

第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
及
び
図
面

５
　
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
十
四
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
船
舶
安
全
法
の
規
定
に
基
づ
く
事
業
場
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸

省
令
第
四
十
九
号
）
第
三
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

６
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
申
請
者
に
対
し
、
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
前
項
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
事
業
基
盤
強
化
計
画
が
法
第
十
一
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め

る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
　
第
一
項
の
認
定
の
申
請
に
係
る
事
業
基
盤
強
化
計
画
の
実
施
期
間
は
、
五
年
（
当
該
事
業
基
盤
強
化
計
画
に
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
特
例
措
置
を
受
け
る
こ
と
が
含
ま
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
事
業
基
盤
強
化
を
行
う
の
に
必

要
な
資
金
の
貸
付
け
を
求
め
る
こ
と
が
含
ま
れ
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
年
）
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

（
法
第
十
一
条
第
四
項
第
七
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
九
条
　
法
第
十
一
条
第
四
項
第
七
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
船
舶
安
全
法
の
規
定
に
基
づ
く
事
業
場
の
認
定
に
関
す
る
規
則
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
同
条
第
二
項
に
該
当
し
な
い

こ
と
と
す
る
。

（
事
業
基
盤
強
化
計
画
の
認
定
）

第
十
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
基
盤
強
化
計
画
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
速
や
か
に
同
条
第
四
項
の
定
め
に
照
ら
し
て
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
当
該
事
業
基
盤
強
化
計
画
の
認
定
を

す
る
と
き
は
、
そ
の
提
出
を
受
け
た
日
か
ら
原
則
と
し
て
一
月
以
内
に
、
申
請
者
に
第
十
二
号
書
式
の
認
定
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
認
定
を
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
第
十
三
号
書
式
に
よ
る
通
知
書
を
申
請
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
第
十
四
号
書
式
に
よ
り
、
当
該
認
定
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
認
定
の
日
付

二
　
事
業
基
盤
強
化
計
画
認
定
番
号

三
　
認
定
事
業
基
盤
強
化
事
業
者
の
名
称

四
　
認
定
事
業
基
盤
強
化
計
画
の
概
要
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（
認
定
事
業
基
盤
強
化
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
の
申
請
及
び
認
定
）

第
十
一
条
　
認
定
事
業
基
盤
強
化
計
画
の
趣
旨
の
変
更
を
伴
わ
な
い
軽
微
な
変
更
は
、
法
第
十
二
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
軽
微
な
変
更
を
行
っ
た
認
定
事
業
基
盤
強
化
事
業

者
は
、
遅
滞
な
く
、
第
十
五
号
書
式
に
よ
り
そ
の
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
基
盤
強
化
計
画
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
認
定
事
業
基
盤
強
化
事
業
者
（
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
変
更
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
第
十
六
号
書
式
に
よ
る
申
請
書

を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
変
更
の
認
定
の
申
請
に
係
る
事
業
基
盤
強
化
計
画
の
実
施
期
間
は
、
当
該
変
更
の
認
定
の
申
請
前
の
認
定
事
業
基
盤
強
化
計
画
に
従
っ
て
事
業
基
盤
強
化
を
実
施
し
た
期
間
を
含
め
、
五
年
（
当
該
事
業
基
盤
強
化
計
画
に

法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
特
例
措
置
を
受
け
る
こ
と
が
含
ま
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
事
業
基
盤
強
化
を
行
う
の
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
求
め
る
こ
と
が
含
ま
れ
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
年
）
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

４
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
二
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
速
や
か
に
法
第
十
一
条
第
四
項
の
定
め
に
照
ら
し
て
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
変
更
の
認
定
の
申
請
の
あ
っ
た
認
定
事
業
基
盤
強
化
計
画
の
変
更
の
認
定

を
す
る
と
き
は
、
そ
の
提
出
を
受
け
た
日
か
ら
原
則
と
し
て
一
月
以
内
に
、
変
更
申
請
者
に
第
十
七
号
書
式
の
認
定
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
変
更
の
認
定
を
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
第
十
八
号
書
式
に
よ
る
通
知
書
を
変
更
申
請
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

６
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
四
項
の
変
更
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
第
十
九
号
書
式
に
よ
り
、
当
該
変
更
の
認
定
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
変
更
の
認
定
の
日
付

二
　
変
更
後
の
事
業
基
盤
強
化
計
画
認
定
番
号

三
　
認
定
事
業
基
盤
強
化
事
業
者
の
名
称

四
　
変
更
後
の
認
定
事
業
基
盤
強
化
計
画
の
概
要

（
認
定
事
業
基
盤
強
化
計
画
の
変
更
の
指
示
）

第
十
二
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
事
業
基
盤
強
化
計
画
の
変
更
を
指
示
す
る
と
き
は
、
当
該
変
更
の
指
示
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
第
二
十
号
書
式
に
よ
る
通
知
書
を
当
該
変
更
の

指
示
を
受
け
る
認
定
事
業
基
盤
強
化
事
業
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
事
業
基
盤
強
化
計
画
の
認
定
の
取
消
し
）

第
十
三
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
十
二
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
事
業
基
盤
強
化
計
画
の
認
定
を
取
り
消
す
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
第
二
十
一
号
書
式
に
よ
る
通
知
書
を
当
該
認
定
が
取

り
消
さ
れ
る
認
定
事
業
基
盤
強
化
事
業
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
認
定
事
業
基
盤
強
化
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
第
二
十
二
号
書
式
に
よ
り
、
当
該
認
定
の
取
消
し
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
取
消
し
の
日
付

二
　
事
業
基
盤
強
化
計
画
認
定
番
号

三
　
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
事
業
者
の
名
称

四
　
取
消
し
の
理
由

（
実
施
状
況
等
の
報
告
）

第
十
四
条
　
認
定
事
業
基
盤
強
化
事
業
者
は
、
認
定
事
業
基
盤
強
化
計
画
の
実
施
期
間
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
当
該
事
業
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
、
第
二
十
三
号
書
式
に
よ
り
、
国
土
交
通
大

臣
に
報
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
認
定
事
業
基
盤
強
化
事
業
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
か
ら
、
当
該
認
定
事
業
基
盤
強
化
事
業
者
又
は
そ
の
関
係
事
業
者
が
製
造
又
は
修
繕
を
す
る
船
舶
等
に
関
す
る
事
項
に
関
し
報
告
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
第
二
十
四
号
書
式
に

よ
る
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
課
税
の
特
例
に
関
す
る
報
告
事
項
）

第
十
五
条
　
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
の
認
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
租
税
特
別
措
置
法
（
昭

和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
八
十
条
第
一
項
の
登
録
免
許
税
に
係
る
課
税
の
特
例
を
受
け
た
認
定
事
業
基
盤
強
化
事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
報
告
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
登
記
の
内
容

二
　
登
録
免
許
税
の
額

三
　
当
該
特
例
措
置
に
よ
る
減
免
額

（
権
限
の
委
任
）

第
十
六
条
　
法
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
で
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
工
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
長
を
含
む
。
以
下
「
所
轄
地
方
運
輸
局
長
」
と
い
う
。
）
に
委
任
す
る
。

一
　
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限
（
平
均
潮
高
時
に
お
け
る
陸
上
耐
圧
部
（
堰
扉
を
有
す
る
場
合
は
乾
水
で
き
る
部
分
を
含
む
。
）
の
長
さ
が
八
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
造
船
台
若
し
く
は
引
揚
船
台
又
は
渠
底
平
坦
部
の
長
さ

が
八
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ド
ッ
ク
を
備
え
る
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限
（
平
均
潮
高
時
に
お
け
る
陸
上
耐
圧
部
（
堰
扉
を
有
す
る
場
合
は
乾
水
で
き
る
部
分
を
含
む
。
）
の
長
さ
が
八
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
造
船
台
及
び
引
揚
船
台
並
び
に
渠
底
平
坦
部
の
長
さ
が

八
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ド
ッ
ク
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

三
　
法
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

四
　
法
第
五
条
に
規
定
す
る
権
限
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（
経
由
機
関
）

第
十
七
条
　
法
又
は
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
書
類
（
事
業
基
盤
強
化
計
画
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
所
轄
地
方
運
輸
局
長
を
経
由
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
造
船
法
施
行
の
日
（
昭
和
二
十
五
年
六
月
十
五
日
）
か
ら
適
用
す
る
。

３
　
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
施
行
の
日
ま
で
に
、
臨
時
船
舶
管
理
法
施
行
規
則
及
び
臨
時
船
舶
管
理
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
四
年
運
輸
省
令
第
三
十
一
号
）
附
則
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
造
船
業
業
務
状
況
報
告
書
を
提
出
し
た
者
は
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
七
月
二
一
日
運
輸
省
令
第
五
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
七
年
七
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
造
船
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
又
は
同
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
工
事
で
あ
つ
て
改
正
後
の
同
法
第
二
条
第
一
項
又
は
同
法
第
三
条
第

一
項
の
施
設
又
は
設
備
に
係
る
も
の
を
完
了
し
て
、
そ
の
工
事
の
完
了
の
届
出
を
し
て
い
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
の
造
船
法
施
行
規
則
第
一
条
第
三
項
及
び
第
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
施
行
後
も
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
二
月
七
日
運
輸
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
五
月
二
七
日
運
輸
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
三
月
二
日
運
輸
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
九
月
一
八
日
運
輸
省
令
第
六
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
改
正
後
の
第
十
号
書
式
Ａ
の
規
定
に
よ
る
船
舶
用
機
関
等
製
造
計
画
報
告
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
年
一
月
一
日
か
ら
始
ま
る
四
半
期
に
係
る
報
告
か
ら
適
用
す

る
。

２
　
改
正
後
の
第
九
号
書
式
Ｂ
の
規
定
に
よ
る
船
舶
用
機
関
等
施
設
状
況
報
告
書
の
最
初
の
提
出
期
日
は
、
昭
和
四
十
年
二
月
十
五
日
ま
で
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
七
月
一
四
日
運
輸
省
令
第
五
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
二
年
七
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
造
船
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
許
可
で
あ
つ
て
、
改
正
前
の
造
船
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
号
の
設
備

を
備
え
る
施
設
に
係
る
も
の
又
は
旧
規
則
第
二
条
第
三
号
の
設
備
を
備
え
る
施
設
に
係
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
造
船
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
号
及
び
第
三
号
の
設
備
の
う
ち
当
該
設
備
が

該
当
す
る
も
の
を
備
え
る
施
設
に
係
る
許
可
又
は
新
規
則
第
二
条
第
四
号
及
び
第
五
号
の
設
備
の
う
ち
当
該
設
備
が
該
当
す
る
も
の
を
備
え
る
施
設
に
係
る
許
可
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
で
あ
つ
て
、
旧
規
則
第
二
条
第
二
号
の
設
備
に
係
る
も
の
又
は
旧
規
則
第
二
条
第
三
号
の
設
備
に
係
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
規
則
第
二
条
第
二
号
及
び
第
三
号
の
設
備
の

う
ち
当
該
設
備
が
該
当
す
る
も
の
に
係
る
許
可
又
は
新
規
則
第
二
条
第
四
号
及
び
第
五
号
の
設
備
の
う
ち
当
該
設
備
が
該
当
す
る
も
の
に
係
る
許
可
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
旧
規
則
第
二
条
第
二
号
の
設
備
を
備
え
る
施
設
に
係
る
法
第
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
及
び
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
旧
規
則
第
二
条
第
二
号
の
設
備
に
係
る
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者

は
、
昭
和
四
十
二
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
当
該
設
備
が
新
規
則
第
二
条
第
二
号
及
び
第
三
号
の
設
備
の
う
ち
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
運
輸
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
旧
規
則
第
二
条
第
三
号
の
設
備
を
備
え
る
施
設
に
係
る
法
第
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
及
び
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
旧
規
則
第
二
条
第
三
号
の
設
備
に
係
る
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者

は
、
昭
和
四
十
二
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
当
該
設
備
が
新
規
則
第
二
条
第
四
号
及
び
第
五
号
の
設
備
の
う
ち
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
運
輸
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
旧
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
し
た
法
第
二
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
は
、
新
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
規
則
第
二
条
第
二
号
の
設
備
を
備
え

る
施
設
に
係
る
許
可
の
申
請
又
は
旧
規
則
第
二
条
第
三
号
の
設
備
を
備
え
る
施
設
に
係
る
許
可
の
申
請
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
規
則
第
二
条
第
二
号
及
び
第
三
号
の
設
備
の
う
ち
当
該
設
備
が
該
当
す
る
も
の
を
備
え
る
施
設
に
係
る
許
可

の
申
請
又
は
新
規
則
第
二
条
第
四
号
及
び
第
五
号
の
設
備
の
う
ち
当
該
設
備
が
該
当
す
る
も
の
を
備
え
る
施
設
に
係
る
許
可
の
申
請
に
変
更
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

７
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
旧
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
し
た
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
（
旧
規
則
第
二
条
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
設
備
に
つ
い
て
の
許
可
の
申
請
を
除
く
。
）
は
、
新
規
則
の
規
定
に
基
づ
い

て
し
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
規
則
第
二
条
第
二
号
の
設
備
に
係
る
許
可
の
申
請
又
は
旧
規
則
第
二
条
第
三
号
の
設
備
に
係
る
許
可
の
申
請
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
規
則
第
二
条
第
二
号
及
び
第
三
号
の
設
備
の
う
ち

当
該
設
備
が
該
当
す
る
も
の
に
係
る
許
可
の
申
請
又
は
新
規
則
第
二
条
第
四
号
及
び
第
五
号
の
設
備
の
う
ち
当
該
設
備
が
該
当
す
る
も
の
に
係
る
許
可
の
申
請
に
変
更
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
九
月
三
日
運
輸
省
令
第
七
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
六
月
二
三
日
運
輸
省
令
第
三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
一
一
月
一
四
日
運
輸
省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
四
月
二
八
日
運
輸
省
令
第
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）
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１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
三
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
地
方
支
分
部
局
の
整
理
の
た
め
の
行
政
管
理
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
二
二
日
運
輸
省
令
第
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
庁
が
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
し
た
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
処
分
又
は
契
約
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
処
分
等
」
と
い
う
。
）
は
、
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
庁
が
し
た
処
分
等
と
み
な
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
庁
に
対
し
て
し
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
そ
れ

ぞ
れ
の
行
政
庁
に
対
し
て
し
た
申
請
等
と
み
な
す
。

北
海
海
運
局
長

北
海
道
運
輸
局
長

東
北
海
運
局
長
（
山
形
県
又
は
秋
田
県
の
区
域
に
係
る
処
分
等
又
は
申
請
等
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）

東
北
運
輸
局
長

東
北
海
運
局
長
（
山
形
県
又
は
秋
田
県
の
区
域
に
係
る
処
分
等
又
は
申
請
等
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
新
潟
海
運
監
理
部
長

新
潟
運
輸
局
長

関
東
海
運
局
長

関
東
運
輸
局
長

東
海
海
運
局
長

中
部
運
輸
局
長

近
畿
海
運
局
長

近
畿
運
輸
局
長

中
国
海
運
局
長

中
国
運
輸
局
長

四
国
海
運
局
長

四
国
運
輸
局
長

九
州
海
運
局
長

九
州
運
輸
局
長

神
戸
海
運
局
長

神
戸
海
運
監
理
部
長

札
幌
陸
運
局
長

北
海
道
運
輸
局
長

仙
台
陸
運
局
長

東
北
運
輸
局
長

新
潟
陸
運
局
長

新
潟
運
輸
局
長

東
京
陸
運
局
長

関
東
運
輸
局
長

名
古
屋
陸
運
局
長

中
部
運
輸
局
長

大
阪
陸
運
局
長

近
畿
運
輸
局
長

広
島
陸
運
局
長

中
国
運
輸
局
長

高
松
陸
運
局
長

四
国
運
輸
局
長

福
岡
陸
運
局
長

九
州
運
輸
局
長

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
海
運
局
支
局
長
が
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
し
た
処
分
等
は
、
相
当
の
地
方
運
輸
局
又
は
海
運
監
理
部
の
海
運
支
局
長
が
し
た
処
分
等
と
み
な
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
海
運

局
支
局
長
に
対
し
て
し
た
申
請
等
は
、
相
当
の
地
方
運
輸
局
又
は
海
運
監
理
部
の
海
運
支
局
長
に
対
し
て
し
た
申
請
等
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
六
月
一
五
日
運
輸
省
令
第
二
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
七
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
一
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
一
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
四
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
五
三
号
）
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こ
の
省
令
は
、
測
量
法
及
び
水
路
業
務
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
七
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
る
申
請
書
、
証
明
書
そ
の
他
の
文
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
様
式
又
は
書
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お

こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
五
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
会
社
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
る
申
請
書
そ
の
他
の
文
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
様
式
又
は
書
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
処
分
、
手
続
、
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
省
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
令
の
相

当
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
一
月
一
八
日
国
土
交
通
省
令
第
五
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
三
日
国
土
交
通
省
令
第
九
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
八
月
二
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
五
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
海
事
産
業
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
海
上
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
八
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
船
舶
運
航
事
業
者
等
の
提
出
す
る
定
期
報
告
書
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
令
和
三
年
六
月
分
及
び
七
月
分
の
外
航
船
舶
運
航
実
績
報
告
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
舶
運
航
事
業
者
等
の
提
出
す
る
定
期
報
告
書
に
関
す
る
省
令
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。
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第
一
号
書
式
（
第
一
条
関
係
）第一号書式（第一条関係） 

 

造船施設    許可申請書 

 

１ 事業者の氏名及び住所                               

２ 事業の種類                                    

３ 事業の開始年月                                 

４ 施設の名称及び所在地                                

５ 設備の概要 

㈠ 第二条各号の設備の概要 

(ｲ) 第二条第一号の設備    (a)主要寸法   (b)能力 (c)    基 

(ﾛ) 第二条第二号の設備    (a)主要寸法   (b)能力 (c)    基 

(ﾊ) 第二条第三号の設備    (a)主要寸法   (b)能力 (c)    基 

(ﾆ) 第二条第四号の設備    (a)主要寸法   (b)能力 (c)    基 

(ﾎ) 第二条第五号の設備    (a)主要寸法   (b)能力 (c)    基 

㈡ その他の設備の概要                          

６ 譲り受け、又は借り受けようとする場合の相手方の氏名及び住所 

                                           

上記のとおり造船法第二条第一項の規定による許可を申請します。 

         年  月  日 

申請者の氏名及び住所           

        殿 

 （日本産業規格 A列 4番） 

備考 

 ⑴ 表題の新設、譲受け又は借受けのうち不必要な字句を消除すること。 

 ⑵ ５の㈠の(b)には、製造し、又は修繕することができる最大の船舶の総トン数

を記載すること。 

  ⑶ 必要がある場合は、別紙に記載すること。 

 
新設 

譲受 

借受 
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第
二
号
書
式
（
第
三
条
関
係
）

第二号書式（第三条関係） 新設

設備 増設 許可申請書

拡張

１ 事業者の氏名及び住所

２ 施設の名称及び所在地

３ 事業の種類

４ 当該設備の使用の開始年月

５ 新設等をしようとする設備の概要

㈠ 名 称

㈡ 主要寸法

㈢ 能 力

上記のとおり造船法第三条第一項の規定による許可を申請します。

年 月 日

申請者の氏名及び住所 ㊞

殿

（日本産業規格Ａ列４番）備考

⑴ 表題の新設、増設又は拡張のうち不必要な字句を消除すること。

⑵ ５の㈢には、当該設備により製造し、又は修繕することができる最大の船舶の総トン数を記

載すること。

⑶ 必要がある場合は、別紙に記載すること。
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第
三
号
書
式
（
第
四
条
関
係
）第三号書式（第四条関係） 

 

造 船 業 開 始 届 出 書 

１． 事業者の住所氏名（名称）               

２． 工場の名称及び所在地                 

３． 事業の種類          ４． 事業の開始年月日       

５． 工場敷地総面積             

６． 施設の概要 

㈠造 船 台  (ｲ)長さ      (ﾛ)能力      (ﾊ)     基 

㈡ド ッ ク  (ｲ)長さ      (ﾛ)幅       (ﾊ)深さ     

       (ﾆ)能力      (ﾎ)      基 

㈢引揚船台（船架を含む。）    (ｲ)長さ      (ﾛ)能力     

(ﾊ)      基 

 

上記の通り造船法第五条第一項及び造船法施行規則第四条第一項の規定

により届け出ます。 

        年  月  日 

                  届出者住所氏名（名称） 

   地方運輸局長 

   運輸監理部長 

 

 （日本産業規格 A列 4番）  

記載要領 １． 事業の種類の項には、鋼船若しくは木船の製造又は修繕の事業

別を記載すること。 

      ２． 造船台、ドック、引揚船台の能力の項には、それぞれ製造し、

入渠し、又は引き揚げることのできる最大の船舶の総トン数を記

載すること。 

      ３． 面積の単位は、平方メートル、長さの単位は、メートルとする

こと。 

  

甲 

殿 
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船舶用機関等製造業開始届出書 

１． 事業者の住所氏名（名称）               

２． 工場の名称及び所在地                 

３． 事業の種類          ４． 事業開始年月日        

５． 資 本 金 額          ６． 工場敷地総面積        

７． 施設の概要 

㈠設備された機械の台数                  

㈡鋳造設備の有無                     

㈢鍛造設備の有無                     

上記の通り造船法第五条第一項及び造船法施行規則第四条第一項の規定

により届け出ます。 

        年  月  日 

                  届出者住所氏名（名称） 

   地方運輸局長 

   運輸監理部長 

 （日本産業規格 A列 4番）  

 

記載要領 １． 事業の種類の項には、その事項の対象となる船舶用機関を具体的

に電気着火機関、焼玉機関、ディーゼル機関、レシプロ汽機、ター

ビン汽機のごとく記入すること。 

      ２． 設備された機械の項には、旋盤、平削盤、フライス盤、研磨盤そ

の他の工作機械の台数の合計を記入すること。 

 

 

乙 

殿 
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第
四
号
書
式
（
第
四
条
関
係
）第四号書式（第四条関係） 

 

（  ）業    届 出 書 

１． 事業者の住所氏名（名称）             

２． 工場の名称及び所在地               

３． 休止し、又は廃止した事業の種類          

   事業を休止し、又は廃止した年月日及 
び事業を休止した場合は休止する期間                

５． 事業を休止し、又は廃止した事由                  

６． 従業員の整理状況 

７． 施設の処理状況（廃止の場合に限る。） 

上記の通り造船法第五条第二項及び造船法施行規則第四条第二項の規定

により届け出ます。 

        年  月  日 

                  届出者住所氏名（名称） 

   地方運輸局長 

   運輸監理部長 

 （日本産業規格 A列 4番）  

記載要領 １． 表題の括弧内には、造船又は船舶用機関の製造の字句を記載す

ること。 

       ２． 休止又は廃止した事業の種類の項には、鋼船、木船の製造若し

くは修繕又は船舶用機関の製造の事業別を記載すること。 

 

殿 

 
休止 

廃止 

 
４． 
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第
五
号
書
式
（
第
五
条
関
係
）

第五号書式（第五条関係） 

 

 

生 産 状 況 報 告 書 
 

所在地              

造船所 名 称              

 

1 生産高    年 

単位 千円  
 新 造 船 改造・修繕船 その他の工事 合    計 

生 産 高     
 
2 新造船工程表    年 月末現在 

 

船台番号 
製造しうる最大 

船舶（Ｇ．Ｔ．） 

実    績 予        定 

年 年 

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 

                    

                    

                    

                    
 
3 工事時間数     年 月末現在 

単位 千時間  

工  事  区  分 
総
工
数 

実   績 予        定 

年 年 

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 

新

造

船

工

事 

既

契

約

船 

                    

                    

                    

                    

未
契
約
船 

                    

                    

                    

小          計                    

                     

 
4 月～   9 月 

10 月～翌年 3 月 

3 
9 

3 
9 
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改 造 及 び 修 繕 船 工 事                   

そ の 他 の 工 事                   

直  接  工  数  計                   

間接工数（総合原価部門を含む。）                   

合            計                   

現 有 工 事 消 化 能 力 
定  時  間 ２ 時 間 残 業 

  
 
 
4 鋼材搭載重量     年 月末現在 

単位 トン  
 

工  事  区  分 
搭
載 

総
重
量 

実   績 予        定 

年 年 

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 

新

造

船

工

事 

既

契

約

船 

                    

                    

未
契
約
船 

                    

                    

小          計                    

改 造 及 び 修 繕 船 工 事                   

合           計                   
 
 
5 従業員数     年 月末現在 

 
 

単位 人 
 造  船  部  門 

造 船 部

門 以 外

の部門 

合 計 直    接 

間 接 小計 
新 造 

改造・ 
修 繕 

工 員 

社内工 
常用工       

臨時工       

社   外   工       

小     計       
        

3 
9 

3 
9 

部 門 

職 種 
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職 員 
事    務    

技    術    

合                    計  

備考 

 １ 生産高の欄には、期間中に発生した総製造費用を記載すること。 

 ２ 新造船工程表は、調査時点前６か月間の実績及び調査時点後１年間の

計画を線表とし、船番、船主（外国船の場合はその国籍）、用途、総トン数、

載貨重量トン数及び船名を記入すること。 

なお、工事期間が調査時点以後１年を越える既契約船については、その

竣工時まで作成すること。 

 ３ 工事時間数は、生産部門の調査時点前６か月の実績及び調査時点後１

年間の計画を記入すること。 

なお、現有工時消化能力は、１日所定労働時間数７時間、１か月労働日

数 25日とし、出勤率は社内工にあっては、90％、社外工にあっては 100％

として算出すること。 

 ４ 鋼材搭載重量は、調査時点前６か月間の実績及び調査時点後１年間の

計画を記入すること。 
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第
六
号
書
式
（
第
五
条
関
係
）第六号書式（第五条関係） 

 

鋼造船所施設状況報告書 

所在地            

造船所 名 称            

（    年 12月 31日現在） 

敷地総面積（工場構内）            ㎡ 

船 
 
 
 
 
 
 
 

台 

船  台  番  号     

船  
 
  
 

舶 

建
造
し
得
る 

最大長（垂線間）(m)     

最 大 幅 （ 型 ）(m)     

総 ト ン 数 (T)     

平均潮高時における陸上耐圧
部の長さ        (m) 

    

平均潮高時における水中耐圧
部の長さ        (m) 

    

盤木部において最大重量を支
え得る船台面の幅    (m) 

    

進水の際における最大｢フォア
フート｣耐圧力    (t／㎡) 

    

傾 斜     

堰 扉 の 有 無     

備 考     
 
 
 

ド

ッ

ク 

ドック番号  ・  種   類     

船
舶 

入
渠
し
得
る 

最大長（垂線間）(m)     

最 大 幅 （ 型 ）(m)     

総 ト ン 数 (T)     

浮 揚 さ せ う る 重 量 
（浮ドックの場合）  (t)     

ド
ッ
ク
の
長
さ 

渠底平坦部  (m)     

渠底の頭端より最外 
戸まで(m) 

    

上部の頭端より最外 
戸まで(m) 

    

  
上部において(m)     

下部において(m)     
       

 

ド 

ッ 

渠 
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（
建
造
ド
ッ
ク
を
含
む
。
） 

 
口 

平均潮高線にお
いて(m)     

渠 

内 

上部において(m)     

下部において(m)     

 

ド
ッ
ク
の
深
さ 

中
央
よ
り 

渠
口
底
の 

上 端 ま で (m)     

平均潮高線まで 
(m)     

渠底中央より上端  
まで(m) 

    

排水ポンプが一時間に排水し
うる平均水量          (t) 

    

備           考     

引
揚
船
台
（
船
架
を
含
む
。） 

引 揚 船 台 番 号     

引
揚
げ
得
る
船
舶 

最大長（垂線間） (m)     

最 大 幅 （ 型 ）(m)     

最 大 重 量  (t)     

総 ト ン 数  (T)     

平均潮高時における陸上耐圧部
又は軌条の長さ     (m) 

    

平均潮高時における水中耐圧部
又は軌条の長さ     (m) 

    

傾         斜     

引 揚 機 の 力 量     

備         考     

 

番 号 設 置 場 所 面積(㎡) 
使用し得るクレーンの
台数及びつり揚能力 

備  考 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ク 

の 

幅 

準
ず
る
も
の 

船
殻
ブ
ロ
ッ
ク
組
立
定
盤
及
び
こ
れ
に 
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重

量

物

運

搬

設

備 

場   所 種 類 数 
最大つり
揚力量 

(t) 

最大つり
揚高さ 

(m) 

最大つり
出距離 

(m) 

移動距離 
(m) 

備  考 

 
 
 

建

造

ド

ッ

ク

関

係 
 
 

船
台
、
引
揚
船
台
及
び 

        

        

        

        

        

        

 
組

立

場

関

係 
 

屋

外

ブ

ロ

ッ

ク 

        

        

        

        

屋

内

作

業

場

関

係 
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鋼

材

置

場

関

係 

        

        

        

        

修

繕

ド

ッ

ク

関

係 

        

        

        

        

そ

の

他 

        

        

        

        

 

備考 

 １ 本報告書の対象工場は、総トン数 500トン以上又は長さ 50メートル以

上の鋼製の船舶の製造設備を有する造船工場である。 

 ２ 船台、ドック及び引揚船台欄の平均潮高とは、水路業務法施行令（平

成 13年政令第 433号）第１条の表備考第 1号にいう平均水面をいう。 

 ３ 本報告書には、工場全体配置図を添付すること。 

 

19



第
七
号
書
式
Ａ
（
第
五
条
関
係
）

第七号書式Ａ（第五条関係） 

 

船 舶 用 機 関 等 施 設 状 況 報 告 書 Ａ 

（   年 12 月 31 日現在） 

※整 理 番 号  ※所轄      名  

事  業  者  名  工 場 名  

住 所  所 在 地  

代 表 者 名  船 舶 用 の 
主 要 製 品 名 

 

払 込 資 本 金 百万円  

東京事業所の所在地及び電話番号 （  ）      番 

※    

業 種       資本金     従業員               事業所        
    

１ 建物及び敷地 

建 物 名 棟 数 建 築 面 積 （㎡） 床 面 積 （㎡） 備          考 

事 務 所     

機 械 工 場     

仕 上 ・ 組 立 工 場     

鋳 造 工 場     

鍛 造 工 場     

木 型 工 場 
    

地方運輸局 
運輸監理部 

 
地方運輸局 

運輸監理部 
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製 缶 工 場     

倉 庫     

設 計 室     

     

     

合 計     

     

敷 地 面 積  ㎡    

２ 従業員数 

 
船 舶 部 門 

船舶部門以外の部門 合 計 船舶用機関及び船舶用 
品の製造・修繕 船舶の新造・修繕 

工 員 

社 内 工 

常 用 工   
 

 

臨 時 工   

社 外 工    

小 計    

職 員 

事 務    
 

技 術    

合 計     

部 門 

職 種 
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３ 生産能力（   年１月～12 月） 

 ⑴ 生産比率 

工 場 全 生 産 高 

船 舶 部 門 

船舶部門以外

の 部 門 

船舶用機関及び船舶用品の製造・修繕 
船舶の新造・

修繕 

合 計 製 造 
修 繕 小 計 

完 成 品 
部分品及 
び附属品 

金 額 

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 
        
        

100％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 
        
        

 ⑵ 工事時間数 

工 事 時 間 数 

船 舶 部 門 

船舶部門以外の部門 船舶用機関及び船舶用品の
製造･修繕 

船舶の新造・修繕 

千時間 千時間 千時間 千時間 

 
   

備考 

 １ ※印の欄には、記入しないこと。 

 ２ 工事時間数には、期間中の工員の実労働時間数の合計を記入すること。 
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第
七
号
書
式
Ｂ
（
第
五
条
関
係
）

第七号書式Ｂ（第五条関係） 

 

船 舶 用 機 関 等 施 設 状 況 報 告 書 Ｂ 

（   年 12月 31日現在） 

※整 理 番 号  ※所轄      名  

事  業  者  名  工   場   名  

住      所  所   在   地  

※    

業 種       資本金     従業員               事業所        
    

１ 工作機械等 

分 

 

類 

索

引

番

号 

機   種   名 

製 造 後 の 経 過 年 数 数値制御
装置を附
属するも
の 

５ 

備           考 
計 

５年未満 
１ 

５年以上 
10年未満 

２ 

10年以上 
20年未満 

３ 

20年以上 
４ 

 

11 旋       盤        

 12 ボ ー ル 盤       

 13 中 ぐ り 盤       

 14 フ ラ イ ス 盤       

 15 平 削 盤       

 16 研 削 盤       

地方運輸局 
運輸監理部 

 
地方運輸局 

運輸監理部 

金 
 

属 
 

工 
 

作 
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 17 歯切及び歯車仕上盤        

 18 複 合 専 用 機       

 19 そ の 他       

 小 計       

 21 ベンディングマシン       

 22 液 圧 プ レ ス       

 23 機 械 プ レ ス       

 24 せ ん 断 機       

 25 鋳 造 機       

 26 そ の 他       

 小 計       

 31 ア ー ク 溶 接 機       

 32 抵 抗 溶 接 機       

 33 ガ ス 溶 接 溶 断 機       

 34 そ の 他       

 小 計       

 
41 ダイカストマシン 

      

機 
 

械 

第
二
次
金
属
加
工
機
械 

溶 

接 

・ 

溶 

断 

機 
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 42 金 型 鋳 造 機        

 43 鋳 型 機 械       

 44 砂 処 理 機 械       

 45 製 品 処 理 機 械       

 46 そ の 他       

 小 計       

合 計       

 

 

  

鋳 
 

造 
 

機 
 

械 
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２ 荷役設備 

分 

 

類 

索

引

番

号 

機   種   名 

能 力 別 保 有 台 数 

備   考 
計 

5トン未満 
1 

 5トン以上 
20トン未満 

2 

20トン以上 
50トン未満 

3 

 50トン以上
100トン未満 

4 

100トン以上 
5 

 

51 天井走行クレーン        

 52 ジ ブ ク レ ー ン       

 53 橋形クレーン（門型クレ

ーンを含む。） 
      

 54 塔 型 ク レ ー ン       

 55 デ リ ッ ク       

 56 そ の 他       

合       計       

備考 ※印の欄には、記入しないこと。 

ク

レ

ー

ン 
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第
八
号
書
式
（
第
五
条
関
係
）

第八号書式（第五条関係） 

船舶用艤装品等月間生産高報告書（   年  月分） 

※整 理 番 号  ※所轄      名  

事  業  者  名  工   場   名  

住      所  所   在   地  

※    

業種    資本金   従業員           事業所        

    

 

※ 

索引番号 

 

品   名 型   式 

生    産    高 月 末 製 品 在 庫 高 

数  量 合計重量 
（トン） 合計金額（千円） 数   量 合計金額（千円） 

                 ．                          

                 ．                          

                 ．                          

 

                 ．                          

                 ．                          

備考 

 １ ※印の欄には、記入しないこと。 

 ２ 重量は、小数点以下第１位まで記入すること。 

地方運輸局 
運輸監理部 

事業所 
の略称 

 
地方運輸局 

運輸監理部 
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第
九
号
書
式
（
第
五
条
関
係
）

第九号書式（第五条関係） 

船舶装備用輸入品入手実績報告書（   年     ） 

※整 理 番 号  ※所轄      名  

事  業  者  名  工   場   名  

住      所  所   在   地  

※    

業種    資本金   従業員           事業所        

    

 

※ 

索引番号 品  名 数  量  
金    額 （千円） ※ 

索引番号 製造者名 
※ 

索引番号 国 名 備 考 
国  内  船 輸  出  船 

                                       

                                       

                                       

 

                                       

合      計                        

備考 

 １ 報告は、事業者の入手時期によって行うこと。 

 ２ ※印の欄には、記入しないこと。 

３ 「備考」欄には、自己調達、船主支給等の別を記載すること。 

地方運輸局 
運輸監理部 

事業所 
の略称 

 
地方運輸局 

運輸監理部 

１月～６月 
７月～１２月 
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第
十
号
書
式
（
第
六
条
関
係
）

第十号書式（第六条関係） 

設 備 使 用 廃 止 報 告 書 

１ 事業者の氏名及び住所                                                

２ 施設の名称及び所在地                                                

３ 使用廃止をする設備の概要 

 ㈠ 名称                                                       
 ㈡ 主要寸法                                                     
 ㈢ 能力                                                       
４ 使用廃止をする理由                                                 
５ 使用廃止をする予定年月日                                              
６ その他必要な事項                                                  

 上記のとおり造船法施行規則第六条第一項の規定により報告します。 

        年   月   日 

                                   報告者の氏名及び住所 

  国土交通大臣   殿 

 （日本産業規格 A列 4番）   

備考 

 １ 当該設備を明記した施設全体の配置図を添付すること。 

 ２ ３の㈢には、当該設備により製造し、又は修繕することができる最大の船舶の総トン数を記載すること。 

 ３ 当該設備が法第二条第一項の許可を受けた施設に備えるものであること又は法第三条第一項の許可を受けたものであること

を明らかにする書類（当該設備が法第三条第一項の拡張の許可を受けている場合には、これを明らかにする書類を含む。）を添

付すること。 
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第
十
一
号
書
式
（
第
八
条
関
係
）

 

第十一号書式（第八条関係） 

 

事業基盤強化計画の認定申請書 

 

年  月  日 

 

   国土交通大臣 殿 

 

            住    所 

                  名    称       

                  代表者の氏名       

 

 

造船法第十一条第一項の規定に基づき、下記の事業基盤強化計画について認定を受

けたいので申請します。 

 

 

記 

 

 

１．事業基盤強化の目標 

 

 

２．事業基盤強化の内容 

 

 

３．事業基盤強化の実施時期 

 

 

４．事業基盤強化の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

 

 

５．事業基盤強化に伴う労務に関する事項 

 

 

６．その他 
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（備考） 

 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 

（記載要領） 

１．事業基盤強化の目標 

⑴ 事業基盤強化に係る事業の目標（事業基盤強化を行おうとする背景となる事

情及びそれにより目指す事業の方向性）を要約的に記載する。 

⑵ 生産性及び財務内容の健全性の向上を示す数値目標（事業基盤強化の促進に

関する基本方針（令和３年財務省・国土交通省告示第   号）に規定する具

体的な指標を用いる。）を記載する。 

２．事業基盤強化の内容 

⑴ 事業基盤強化に係る事業の内容を記載する。 

①  計画の対象となる事業を明記するとともに、その選定理由を記載する。 

②  事業の分野又は方式の変更と事業の構造の変更とに分けて事業基盤強化

の具体的内容を要約的に記載する。 

③  ②の記載中において、次の説明を記載する。 

イ 当該事業基盤強化による生産性の向上が当該事業分野における市場構造

に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。 

ロ 市場の状況に照らして、他の造船等事業者との間の適正な競争が確保さ

れるものであること。 

ハ 関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。 

⑵ 事業基盤強化を行う場所の住所を記載する。 

⑶ 関係事業者が行う措置に関する計画を記載する場合には、その名称及び当該

関係事業者が法第十条第二項第二号の関係事業者であることの説明を記載する。 

⑷ 別表１により、事業基盤強化を実施するための措置の内容については、事業

の分野又は方式の変更及び事業の構造の変更ごとに法第十条第二項各号に掲げ

る事業活動に照らして記載する。 

⑸ 別表２により、事業基盤強化に伴う設備投資（土地、建物及び設備（リース

設備を含む。）の取得等に係る投資をいう。）の内容について、申請者である事

業者及びその関係事業者ごとにそれぞれ記載する。 

⑹ 別表３により、事業又は資産の譲受け又は譲渡に伴い不動産の譲受け又は譲

渡を予定している者は、当該不動産の内容について記載する。合併、分割等に

より不動産の取得を予定している者についても、同様とする。 

⑺ 事業基盤強化計画の期間中における船舶等に係る技術開発に関する事項を記

載する。 

３．事業基盤強化の実施時期 

⑴ 事業基盤強化の開始時期及び終了時期を年月をもって記載する。 

⑵ 別表４により、毎事業年度の実施予定を記載する。 
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４．事業基盤強化の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

⑴ 必要な資金の額及び調達方法の概要を記載する。 

⑵ 必要な資金の額及び調達方法は、別表５により記載する。 

５．事業基盤強化に伴う労務に関する事項 

⑴ 事業基盤強化の開始時期の従業員数（申請者である事業者及びその関係事業

者ごとにそれぞれ記載する。以下⑸まで同じ。）を記載する。 

⑵ 事業基盤強化の終了時期の従業員数を記載する。 

⑶ 事業基盤強化に充てる予定の従業員数を記載する。 

⑷ ⑶のうち、新規採用される従業員数を記載する。 

⑸ 事業基盤強化に伴い出向又は解雇される従業員数を記載する。 

６．その他 

⑴ 事業基盤強化計画に法第十一条第三項第一号の事項を記載する場合にあって

は、別表６により記載する。 

⑵ 法第十四条の特例措置を受ける場合にあっては、法第十一条第三項第三号の

事項を記載する。 

⑶ 法第十五条の特例措置の適用を受ける場合にあっては、法第十一条第三項第

四号の事項を記載する。ただし、産業競争力強化法施行令（平成二十六年政令

第十三号）第五条第二号に該当する場合にあっては、次の事項を別表７により

記載する。 

① 事業基盤強化を行う事業者の国内売上高合計額その他の産業競争力強化法

施行令第五条第一号又は第二号に該当するかどうかの基準に係る国内売上高 

② 申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における競争の状況 

 

別表１ 

事業基盤強化の措置の内容 

措置事項 実施する措置の内

容及びその実施す

る時期 

期待する支援措

置 

法第十条第二項第一号の要件   

 イ 新たな船舶等の開発及び

生産又は新たな役務の開発

及び提供による生産若しく

は販売に係る船舶等の構成

又は提供に係る役務の構成

の変化 

  

ロ 船舶等の新たな生産の方

式の導入又は設備の能率の

向上による船舶等の生産の
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効率化 

ハ 新たな原材料、部品若し

くは半製品の使用又は原材

料、部品若しくは半製品の

新たな購入の方式の導入に

よる船舶等の生産に係る費

用低減 

  

法第十条第二項第二号の要件   

 イ 合併   

ロ 会社の分割   

ハ 株式交換   

ニ 株式移転   

ホ 株式交付   

ヘ 事業又は資産の譲受け又

は譲渡 

  

ト 出資の受入れ   

チ 他の会社の株式又は持分

の取得（当該他の会社が関

係事業者である場合又は当

該取得により当該他の会社

が関係事業者となる場合に

限る。） 

  

リ 関係事業者の株式又は持

分の譲渡（当該株式又は持

分を配当財産とする剰余金

の配当をすることを含み、

当該譲渡により当該事業者

の関係事業者でなくなる場

合に限る。） 

  

ヌ 会社の設立又は清算   

ル 有限責任事業組合（有限

責任事業組合契約に関する

法律（平成十七年法律第四

十号）第二条に規定する有

限責任事業組合をいう。）に

対する出資 

  

ヲ 保有する施設の相当程度

の撤去又は設備の相当程度
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の廃棄 

（注） 

１．事業基盤強化計画に従って実施する措置のうち、該当する全ての措置事項に

ついて要約的に記載する。同一の措置であって複数の事項に該当する場合は、

その旨を記載する。 

２．実施する措置の内容については、次の事項を記載する。なお、申請の段階に

おいて未定な部分については、その旨を、その見通しを可能な限り明らかにし

つつ記載すること。 

⑴ 合併については、合併する会社（合併により新設される会社を含む。）の名

称、住所、代表者の氏名及び資本金並びに合併比率及び合併期日を記載する。 

⑵ 会社の分割については、分割する会社（分割により新設される会社を含む。）

の名称、住所、代表者の氏名及び資本金並びに分割により発行される株式等

を引き受ける者並びに分割期日を記載する。 

⑶ 株式交換については、株式交換をする会社の名称、住所、代表者の氏名及

び資本金並びに株式交換比率及び株式交換期日を記載する。完全親会社とな

る会社及び完全子会社となる会社を明らかにすること。 

⑷ 株式移転については、株式移転により新設する会社の名称、住所、代表者

の氏名及び資本金並びに株式移転比率及び株式移転期日を記載する。 

⑸ 株式交付については、株式交付をする会社の名称、住所、代表者の氏名及

び資本金並びに株式交付比率及び株式交付期日を記載する。株式交付親会社

となる会社及び株式交付子会社となる会社を明らかにすること。 

⑹ 事業又は資産の譲受けについては、譲り受ける事業又は資産の内容及び価

額（株式の場合は、併せてその種類及び数）並びに譲受け期日を記載する。

当該事業又は資産の譲受けが財産引受に該当する場合には、その旨を記載す

る。 

⑺ 事業又は資産の譲渡については、譲り渡す事業又は資産の内容及び価額（株

式の場合は、併せてその種類及び数）並びに譲渡期日を記載する。当該事業

又は資産の譲渡が財産引受に該当する場合には、その旨を記載する。 

⑻ 出資の受入れについては、当該出資受入れ前の資本金の額、受入れ額、受

入れの方法（新株の発行、親会社からの増資等）及び受入れ期日を記載する。

当該出資の受入れが現物出資により行われる場合にはその旨を記載し、財産

の内容及び価額を記載する。また、当該出資の受入れと同時に資本金、資本

準備金又は利益準備金を減少する場合には、その減少額を記載し、株式の併

合を伴う場合にはその併合比率を記載する。 

⑼ 他の会社の株式又は持分の取得（当該他の会社が関係事業者である場合又

は当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。）については、

取得する株式又は持分に係る会社の名称、住所、代表者の氏名及び資本金、

取得する株式の総数及び取得後における当該他の会社の発行済株式に占める
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取得株式の割合（出資割合）、派遣する役員数及び当該他の会社の役員に占め

る当該造船等事業者の派遣役員の割合並びに取得期日を記載する。 

⑽ 関係事業者の株式又は持分の譲渡（当該株式又は持分を配当財産とする剰

余金の配当をすることを含み、当該譲渡により当該造船等事業者の関係事業

者でなくなる場合に限る。）については、当該関係事業者における株式保有比

率（当該譲渡の前後についてそれぞれ記載する。）及び当該関係事業者の役員

に占める当該造船等事業者の派遣役員の占める割合、当該譲渡に係る株式の

譲渡先並びに譲渡期日を記載する。当該株式を現物配当する場合には、その

旨を記載する。 

⑾ 会社の設立については、設立する会社の名称、住所、代表者の氏名及び資

本金（出資者ごとに出資額を記載する。）並びに設立期日を記載する。当該会

社の設立において定款に現物出資又は財産引受の記載がある場合には、その

旨を記載し、財産の内容及び価額を記載する。 

⑿ 会社の清算については、当該会社の名称、住所、代表者の氏名及び資本金

並びに清算期日を記載する。 

⒀ 有限責任事業組合に対する出資については、出資を行う有限責任事業組合

の名称及び住所並びに出資者（組合員）の名称（法人が出資者（組合員）で

ある場合には、当該法人の名称並びに職務執行者の当該法人における役職及

び氏名）及び住所を記載する。また、金銭を出資の目的とする場合には、出

資の額及び出資する期日を記載し、金銭以外の財産を出資の目的とする場合

には、現物出資する財産の内容、財産の価額（有限責任事業組合契約に関す

る法律施行規則（平成十七年経済産業省令第七十四号）第八条第一項に規定

する価額をいう。）及び出資する期日を記載する。 

⒁ 保有する施設の相当程度の撤去又は設備の相当程度の廃棄については、当

該撤去する施設又は廃棄する設備を特定し、その内容、簿価及び除却費用並

びに撤去又は廃棄期日をそれぞれ記載する。また、これに伴い希望退職の募

集を行う場合は、その旨を記載する。 

 

別表２ 

事業基盤強化に伴う設備投資の内容 

（単位：百万円） 

 
名 称 数 量 単 価 金 額 用 途 

設置 

場所 
備 考 

年度        

年度        

年度        

年度        

年度        
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合計額    

（注） 施設の新設、譲受け若しくは借受け又は設備の新設、増設若しくは拡張であ

って、法第二条第一項又は第三条第一項の許可を受けなければならない場合は、「備

考」にその旨を記載する。 

 

別表３ 

譲受け、取得又は譲渡する不動産の内容 

（土地）          （単位：㎡）  

 所 在 地 番 地   目 面   積 そ の 他 

１     

２     

３     

（家屋）          （単位：㎡）  

 所在家屋番号 種類構造 床 面 積 そ の 他 

１     

２     

３     

（注） 譲受け又は譲渡について、その他欄に記載する。事業又は資産の譲受け又は

譲渡に伴う不動産については、その他欄にその旨を記載し、併せて事業又は資

産の譲受け元名又は譲渡先名を明記する。合併、分割等により取得をする不動

産についても、同様とする。 

 

別表４ 

事業基盤強化の実施時期 

年  度 実   施   内   容 

年度  

年度  

年度  

年度  

年度  

 

別表５ 

事業基盤強化の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

（単位：百万円） 

年度 
調達先 

費用 
借入金 自己資金 その他 合計 備考 

       

（注） 
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１．「借入金」には金融機関等からの借入れによる調達額を、「その他」には出資、

社債の発行、リースその他「借入金」及び「自己資金」以外の調達方法による調

達額を記載する。 

２．法第十六条に基づく公庫の行う事業基盤強化円滑化促進業務による資金の借入

れを希望する場合には、「備考」にその旨を記載する。 

 

別表６ 

事業基盤強化による地域の経済の活性化に関する事項 

 

 

 

別表７ 

法第十五条の特例措置に関する事項 

１．事業基盤強化を行う事業者の国内売上高合計額 

（単位：百万円） 

 甲 乙 

事業基盤強化を行う事業

者の名称 

  

国内売上高合計額  

（  年 月期現在） 

 

（  年 月期現在） 

国内売上高合計額の算出

の根拠 

  

 

２．申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における競争の状況 

 

（注） 

１．事業基盤強化を行う事業者が３者以上の場合は、１．中「乙」に続けて、３者

目以降の事業者を「丙」、「丁」等として記載する。 

２．国内売上高合計額は、直近事業年度におけるものを記載する。 

３．国内売上高の合計額の算出の根拠は、企業結合集団（私的独占の禁止及び公正

取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号）第十条第二項に規定す

る企業結合集団をいう。）に含まれる会社のそれぞれの国内売上高、議決権保有割

合（事業基盤強化を行う事業者の属する企業結合集団に属する会社等が取得し、

又は所有する当該事業者の最終親会社の子会社の株式に係る議決権の数を合計

した数の当該子会社の総株主の議決権の数に占める割合をいう。）その他の国内

売上高合計額の算出の根拠となる内容を記載する。 

４．申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における競争の状況は、事業基

盤強化に係る船舶等又は役務に関する事業基盤強化を行う事業者の同業者の中
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において占める地位、市場占有率その他の競争の状況を把握するために参考とな

るべき事項及び事業基盤強化に併せて採ることとする措置の内容を記載する。 
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第
十
二
号
書
式
（
第
十
条
関
係
）

第十二号書式（第十条関係） 

 

事業基盤強化計画の認定書 

 

年  月  日 

 

          殿 

 

国土交通大臣      ㊞ 

 

 

    年  月  日付けで認定申請のあった事業基盤強化計画について、造船

法第十一条第四項の規定に基づき、同項各号（同法第十条第二項第二号に該当する事

業活動を行おうとする場合以外の場合にあっては、第四号を除く。）のいずれにも適

合するものであることを認定します。 

 

 

記 

 

 

１．認定の日付 

 

 

２．事業基盤強化計画認定番号 

 

 

３．申請者の名称及び代表者の氏名 

 

 

４．申請者の住所 

 

 

（備考） 

１．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

２．申請のあった認定申請書及び添付書類の写しを添付する。 
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第
十
三
号
書
式
（
第
十
条
関
係
）

第十三号書式（第十条関係） 

 

事業基盤強化計画の不認定通知書 

 

年  月  日 

 

          殿 

 

国土交通大臣      ㊞ 

 

 

   年  月  日付けで認定申請のあった事業基盤強化計画については、下記

の理由により認定しないものとします。 

 

 

記 

 

 

不認定の理由 

 

 

（備考） 

 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 
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第
十
四
号
書
式
（
第
十
条
関
係
）

第十四号書式（第十条関係） 

 

認定事業基盤強化計画の概要 

 

 

１. 認定の日付 

 

 

２. 事業基盤強化計画認定番号 

 

 

３. 認定事業基盤強化事業者の名称 

 

 

４. 認定事業基盤強化計画の概要 

 

 

（備考） 

「４．認定事業基盤強化計画の概要」中、認定事業基盤強化事業者の営業上の

秘密に該当する部分については、これを公表の対象として記載していない。 
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第
十
五
号
書
式
（
第
十
一
条
関
係
）

第十五号書式（第十一条関係） 

 

認定事業基盤強化計画の軽微な変更の届出書 

 

年  月  日 

 

   国土交通大臣 殿 

 

住    所 

名    称 

代表者の氏名 

 

 

   年  月  日付けで認定を受けた認定事業基盤強化計画について、下記の

とおり軽微な変更を行ったので、造船法施行規則第十条第一項の規定に基づき、下記

のとおり届け出ます。 

 

 

記 

 

 

１．事業基盤強化計画認定番号 

 

 

２．変更事項 

 

 

３．変更事項の内容 

変 更 後 変 更 前 

  

 

 

（備考） 

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 

（記載要領） 

変更事項の内容については、変更前と変更後を対比して記載する。 
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第
十
六
号
書
式
（
第
十
一
条
関
係
）

第十六号書式（第十一条関係） 

 

認定事業基盤強化計画の変更申請書 

 

年  月  日 

   国土交通大臣 殿 

 

             住    所 

             名    称 

             代表者の氏名 

 

 

   年  月  日付けで認定を受けた認定事業基盤強化計画について、造船法

第十二条第一項の規定に基づき、下記の変更の認定を受けたいので申請します。 

 

 

記 

 

 

１．事業基盤強化計画認定番号 

 

 

２．変更事項 

 

 

３．変更事項の内容 

変 更 後 変 更 前 

  

 

 

（備考） 

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 

（記載要領） 

変更事項の内容については、変更前と変更後を対比して記載する。 
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第
十
七
号
書
式
（
第
十
一
条
関
係
）

第十七号書式（第十一条関係） 

 

認定事業基盤強化計画の変更認定書 

 

年  月  日 

 

          殿 

 

国土交通大臣      ㊞ 

 

 

   年  月  日付けで変更申請のあった認定事業基盤強化計画について、造

船法第十二条第五項において準用する同法第十一条第四項の規定に基づき、同項各号

（同法第十条第二項第二号に該当する事業活動を行おうとする場合以外の場合にあ

っては、第四号を除く。）のいずれにも適合するものであることを認定します。 

 

 

記 

 

 

１．変更の認定の日付 

 

 

２．変更後の事業基盤強化計画認定番号 

 

 

３．変更申請者の名称又は変更後の代表者の氏名 

 

 

４．変更申請者の住所 

 

 

（備考） 

１．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

２．申請のあった変更申請書の写しを添付する。 
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第
十
八
号
書
式
（
第
十
一
条
関
係
）

第十八号書式（第十一条関係） 

 

認定事業基盤強化計画の変更の不認定通知書 

 

年  月  日 

 

          殿 

 

国土交通大臣      ㊞ 

 

 

   年  月  日付けで変更申請のあった認定事業基盤強化計画については、

下記の理由により認定しないものとします。 

 

 

記 

 

 

不認定の理由 

 

 

 

（備考） 

 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 
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第
十
九
号
書
式
（
第
十
一
条
関
係
）

第十九号書式（第十一条関係） 

 

変更後の認定事業基盤強化計画の概要 

 

 

１．変更の認定の日付 

 

 

２．変更後の事業基盤強化計画認定番号 

 

 

３．認定事業基盤強化事業者の名称 

 

 

４．変更後の認定事業基盤強化計画の概要 

 

 

（備考） 

「４．変更後の認定事業基盤強化計画の概要」中、認定事業基盤強化事業者の営業

上の秘密に該当する部分については、これを公表の対象として記載していない。 
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第
二
十
号
書
式
（
第
十
二
条
関
係
）

 

第二十号書式（第十二条関係） 

 

認定事業基盤強化計画の変更指示の通知書 

 

年  月  日 

 

          殿 

 

国土交通大臣      ㊞ 

 

 

   年  月  日付けで認定をした認定事業基盤強化計画について、造船法

第十二条第三項の規定に基づき、下記の理由により変更を指示します。 

 

 

記 

 

 

１．事業基盤強化計画認定番号 

 

 

２．変更指示の内容 

 

 

３．変更指示の理由 

 

 

（備考） 

 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 
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第
二
十
一
号
書
式
（
第
十
三
条
関
係
）

 

第二十一号書式（第十三条関係） 

 

認定事業基盤強化計画の認定取消し通知書 

 

年  月  日 

 

          殿 

 

国土交通大臣      ㊞ 

 

 

   年  月  日付けで認定をした認定事業基盤強化計画について、造船法第

十二条第二項又は第三項の規定に基づき、下記の理由により認定を取り消します。 

 

 

記 

 

 

１．事業基盤強化計画認定番号 

 

 

２．認定取消しの理由 

 

 

（備考） 

 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 
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第
二
十
二
号
書
式
（
第
十
三
条
関
係
）

第二十二号書式（第十三条関係） 

 

認定事業基盤強化計画の認定取消し 

 

 

１．認定を取り消された日付 

 

 

２．認定を取り消された事業基盤強化計画認定番号 

 

 

３．認定を取り消された事業者の名称 

 

 

４．認定取消しの理由 

 

（備考） 

「４．認定取消しの理由」中、事業者の営業上の秘密に該当する部分については、

これを公表の対象として記載していない。 
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第
二
十
三
号
書
式
（
第
十
四
条
関
係
）

 

第二十三号書式（第十四条関係） 

 

年度における認定事業基盤強化計画の実施状況報告書 

 

年  月  日 

 

国土交通大臣 殿 

 

            住    所 

            名    称 

            代表者の氏名 

 

 

   年  月  日付けで認定を受けた事業基盤強化計画の  年度の実施状

況を下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

１．事業基盤強化計画認定番号 

 

 

２．事業基盤強化の目標の達成状況 

 

 

３．実施した事業基盤強化の内容及び適用を受けた支援措置の内容 

 

 

４．事業基盤強化に伴う労務に関する事項（造船法第十条第二項第二号に該当する

事業活動を行う場合に限る。） 

 

 

（備考） 

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 

（記載要領） 

１．法第十二条第一項の規定により変更の認定を受けた場合には、変更後の事業
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基盤強化計画認定番号を記載する。 

２．事業基盤強化計画の目標の達成状況 

⑴ 事業基盤強化計画に係る事業の目標の達成状況を要約的に記載する。 

⑵ 生産性の向上を示す数値の達成状況（認定計画に記載した指標を用いる。）

を記載する。 

⑶ 財務内容の健全性の向上を示す数値（認定計画に記載した指標を用いる。）

を記載する。 

３．実施した事業基盤強化計画の内容及び適用を受けた支援措置の内容について

は、次の別表により、認定事業基盤強化事業者及び関係事業者が実施した措置

等について、計画と実績を対比させてそれぞれ記載する。なお、指定金融機関

から融資を受けた場合には、金融機関名及び当該金融機関に係る金額を記載す

る。また、事業基盤強化計画においては、設備投資額が指定金融機関からの融

資額よりも金額が少ない場合にはその理由も併せて記載する。 

４．事業基盤強化計画に伴う労務に関する事項について、計画と実績を対比させ

て記載する。⑶、⑷及び⑸については、最終年度の報告において計画期間全体

の数値も報告する。 

⑴ 事業基盤強化計画の開始時期の従業員数 

⑵ 当該事業年度末の従業員数 

⑶ 当該事業年度中、事業基盤強化計画に充てた従業員数 

⑷ ⑶のうち、新規採用された従業員数 

⑸ 事業基盤強化計画に伴い当該事業年度中に出向し、又は解雇された従業員数 

 

別表 

実施した事業基盤強化計画の内容及び適用を受けた支援措置の内容 

区  分 計  画 実  績 

実施内容等   
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第二十四号書式（第十四条関係） 

 

製造又は修繕をする船舶等に関する報告書 

 

年  月  日 

国土交通大臣 殿 

 

        住    所 

        名    称 

        代表者の氏名 

 

 

製造又は修繕をする船舶等に関する事項について、下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

１．事業基盤強化計画認定番号 

 

 

２．製造又は修繕をする船舶等に関する事項  

 

 

（備考） 

１．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

２．国土交通大臣の求めに応じ、必要な書類を提出すること。 
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